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�愛媛県告示第７５号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和３年１月２２日

�愛媛県告示第７３号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

高精細映像伝送システム機器等の借
入れ一式

愛媛県保健福祉部
社会福祉医療局医
療対策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１２月１６日
ＮＴＴ・ＴＣリース株
式会社四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

３２，５６８，１１７円 一般競争入札 令和２年１１月６日

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

レデイ薬局道後樋又店 松山市道後樋又９番１３号 株式会社レデイ薬局 松山市南江戸４丁目３番
３７号

代表取締役
白 石 明 生

精神通院医療（薬
局）

令和３年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７４号 令和３年１月２２日

令和３年１月２２日金曜日 第１７４号

愛 媛 県 報
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� エチル＝２－［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－イン

ダゾール－３－カルボキサミド］－３，３－ジメチルブタノア

ート及びその塩類

� メチル＝［１－（４－フルオロベンジル）－１Ｈ－インドー

ル－３－カルボキサミド］－３－メチルブタノアート及びその

塩類

� （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジ

エチル－６－メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カ

ルボキサミド及びその塩類

� メチル＝３－メチル－２－［１－（ペント－４－エン－１－

イル）－１Ｈ－インドール－３－カルボキサミド］ブタノアー

ト及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第７号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和３年１月２３日

�������
�愛媛県告示第７７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市九川乙３２５の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第７９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市九川乙３１７の３３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（水準測量）

２ 作業期間 令和３年２月１日から

２月２７日まで

３ 作業地域 愛媛県伊予市、大洲市、喜多郡内子町

�������
�愛媛県告示第８１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和３年１月２２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

�愛媛県告示第７６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部愛媛県済生会 松山市山西町９９７番地１ 岡 田 武 志 済生会今治訪問看護ステ

ーション
今治市北日吉町１丁目７
番４３号

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

令和３年
１月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 加茂川左岸地区
（西条市） 平成２９年１月２０日

農業用用排水施設整備事業 三芳地区（西条
市） 平成２９年１月３１日

農業用用排水施設整備事業 氷見地区（西条
市） 平成３０年３月２２日

愛 媛 県 報令和３年１月２２日 第１７４号
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２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� ＴＫ－７６１

� Ｚ－５２４－２

� Ｚ－５４１－２

� Ｚ－２０２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり油層５．２立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１６年８月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６３０

最大 ９４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２０

最大 １，２３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．６

最大 ８．４

備考 汚水等は、シアン排水処理設備、酸素ばっ気式活性汚泥処理施設（Ｏ
ＢＴ）で処理する。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６１０，０００

最大 ９１５，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３，０００

最大 １９，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．５

備考 汚水等は、シアン排水処理設備、酸素ばっ気式活性汚泥処理施設（Ｏ
ＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり油層１．２立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１６年８月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３５号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり油層８．４立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間

２２時間
（ＳＬＫ２００製造時）

特定施設の使用の季節的変動
の概要

あ り
（ＳＬＫ２００製造時のみ排出）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．６

最大 ２．４

備考 汚水等は、シアン排水処理設備、酸素ばっ気式活性汚泥処理施設（Ｏ
ＢＴ）で処理する。

愛 媛 県 報令和３年１月２２日 第１７４号
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� Ｔ－２０１

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２１．１

最大 １，２４２．１

通常 １０７．５

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９３．１

最大 ８６２．１

通常 ２４．２

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５４８．２

最大 ７１７．６

通常 ２２２．０

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５．９

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

値 浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １７

最大 ２５

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 ６，０００

最大 ８，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

備考 汚水等は、シアン排水処理設備、酸素ばっ気式活性汚泥処理施設（Ｏ
ＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３５号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり分離液量３．８トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８，５００

最大 １５，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，３００

最大 １，９５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 ８

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ６０

備考 汚水等は、シアン排水処理設備、酸素ばっ気式活性汚泥処理施設（Ｏ
ＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３５号 ハ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，２００ノルマル立方メート
ル処理

設 置 年 月 日 平成２４年１０月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

る汚水等の

汚染状態の

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ３００

愛 媛 県 報令和３年１月２２日 第１７４号
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� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

� シアン排水処理設備（北特排）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．７

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２７．６

最大 １００．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５５，２００

最大 ３３９，３００

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 晒液酸化分解処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４４．７

最大 １，８６７．０

通常 １，３３６．８

最大 １，８５９．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５．０

最大 ７７．０

通常 ４５．０

最大 ７７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５３１．０

最大 ６３６．０

通常 ５２９．０

最大 ６３３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 １１７．０

最大 １８０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８５６

最大 ２，３６９

通常 １，８６７

最大 ２，３８０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設で処理する。

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１２．０

最大 ８．０～１２．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７６．６

最大 １，１６２．６

通常 １３５．０

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６１．０

最大 ８８１．５

通常 １９．１

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４４．４

最大 １，５００．２

通常 １６９．１

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．３

最大 ３１．９

通常 ２．３

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，７４３

最大 ２１，４３９

通常 １７，７４３

最大 ２１，４３９

設 置 年 月 日 昭和６０年３月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 晒液酸化分解処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ４メートル 横 ４メートル
高さ ４メートル×４槽
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� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

神戸橘一部土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和３年１月１４日認可した。

令和３年１月２２日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更を令和３年１月１４日認可した。

令和３年１月２２日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市居相土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和３年１月２２日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�愛媛県告示第８５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和３年１月２２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 玉 井 智 丞 松山市居相四丁目２０－１

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 永 木 圭 三 松山市居相一丁目１０－７

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００１２４ 有限会社しらさぎ 愛媛県大洲市平野町野
田２７５１番地２ 三 瀬 �美子 居宅介護 ヘルパーステーション

しらさぎ
愛媛県大洲市平野町野
田乙６８７番地２

令和２年
１２月２０日

３８１０７００１２４ 有限会社しらさぎ 愛媛県大洲市平野町野
田２７５１番地２ 三 瀬 �美子 重度訪問介護 ヘルパーステーション

しらさぎ
愛媛県大洲市平野町野
田乙６８７番地２

令和２年
１２月２０日

３８１０７０００５８ 社会福祉法人大洲育成
園

愛媛県大洲市市木１２１５
番地 澤 井 尚 就労継続支援

Ｂ型 大洲育成園 愛媛県大洲市市木１２１５
番地

令和２年
１２月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲積８５１番５地先から

同市稲積８５１番６まで

旧 ５．４～６．５ ０．００７

新 ６．４～１８．５ ０．００７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。
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雑 報

�愛媛県告示第８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２８年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

令和３年１月２２日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 田 口 尚 文

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 受験願書受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第１回
令和３年

６月２７日（日）

書面申請 令和３年４月１２日（月）

～４月２２日（木）

電子申請 ４月９日（金）９時

～４月１９日（月）１７時

書面申請

（一財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０－００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ：０８９－９３２－８８０８

ＦＡＸ：０８９－９３５－４４８４

受付時間（土日、祝祭日を除く。）

９：００～１７：００

電子申請（問い合わせ先）

（一財）消防試験研究センター

（本部）企画研究部電子申請室

ＴＥＬ．０５７０－０７－１０００（専用）

問い合わせ時間

９：００～１７：００

（土日、祝祭日を除く。）

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

２ 受験地、試験会場、試験種類、開始時刻等

次表のとおりとする。

ただし、学校の生徒等に限り、附表「学校の生徒等の試験会場等」のとおり受験することができる。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲葉８５１番５地先から

同市稲積８５１番６まで
令和３年１月２２日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

パソコンネットワーク学習システム
一式（サーバー４台、パーソナルコ
ンピュータ１６５台、プリンタ１６台、
プロジェクタ４台、周辺機器一式、
ソフトウェア一式、搬入、据付け、
調整等一式）

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１２月１５日
四国通建株式会社
今治市南大門町一丁目
１番地の１５

１，２１０，０００円
（月額） 一般競争入札 令和２年１１月４日

愛 媛 県 報令和３年１月２２日 第１７４号
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区 分 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第１回

（Ｒ３．６．２７）
松 山 市 愛媛大学 甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種

【乙種第４類（科目免除なし。）】

午前１０時又は午後２時半

（集合：９時半 又は 午後２時）

【その他全種類】

午前１０時

（集合：午前９時半）

（備考）乙種第４類（科目免除なし）の受験者の午前又は午後の受験指定は、消防試験研究センター愛媛県支部が行う。

附表 学校の生徒等の試験会場等

区 分 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第１回

（Ｒ３．６．２７）

新居浜市 新居浜工業高等学校 甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種
午前１０時

（集合：午前９時半）

今 治 市 今治工業高等学校 同 上 同 上

松 山 市 松山工業高等学校 同 上 同 上

八幡浜市 八幡浜工業高等学校 同 上 同 上

宇和島市 吉田高等学校 同 上 同 上

（備考）学校の生徒等とは、大学、短期大学等を除く学校教育法第１条に掲げる学校＜高等専門学校、特別支援学校、中等教育学、高等学校、中学校、小

学校＞の生徒、及び施設入所者等で遠隔地等での受験が困難と事前に本財団の愛媛県支部が認めた受験者をいう。

３ 受験願書用紙・受験案内等の配付場所

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局防災対策室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部
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